
令和８年度「ふくしミライ共創金」

（南丹市社協会費）へのご協力依頼

南丹市社会福祉協議会では、「すべての住民のこころが輝く福祉のまちづく

り」を目指して、誰もが「ふだんの くらしを しあわせ」に過ごせるよう、

地域福祉の推進を目的とする様々な活動に取り組んでおります。このような活

動は、皆さまからお寄せいただく資金により支えられております。

本年度も「ふくしミライ共創金」による財政支援に、ご理解ご協力をお願い

申し上げます。

記

1. ふくしミライ共創金 ・１口＝1,000 円「普通会員」

・２口（2,000 円）以上ご協力頂ける方は「特別会員」

2. 納 入 方 法 ・各区長・自治会長様を通じて納入ご協力の依頼をさせ

ていただいています。地域の収納方法にしたがってご

協力いただきますようお願いいたします。

・本会へ直接ご納入いただくことも可能です。下記の各

事務所にてお受けいたします。

3. そ の 他 ・任意のご協力のお願いです。強制ではございません。

・ふくしミライ共創金の詳細につきましては、裏面の

Q＆Aや、別紙リーフレットをご覧下さい。

4. 期 間 令和８年７月１日～令和８年８月３１日

※期間を過ぎてもお受けいたします。

令６南社協発第108号
令和 6 年 6 月 28 日

【お問い合わせ】

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

本 所 〒629-0301 南丹市日吉町保野田垣ノ内 11 番地

園部事務所 〒622-0014 南丹市園部町上本町南 2番地 22

八木事務所 〒629-0134 南丹市八木町西田山崎 17 番地

日吉事務所 〒629-0301 南丹市日吉町保野田垣ノ内 6番地 4

美山事務所 〒601-0722 南丹市美山町安掛下８番地

（電話）0771-72-3220

（電話）0771-62-4125

（電話）0771-42-5480

（電話）0771-72-0947

（電話）0771-75-0020







ふくしミライ共創金（社協会費）についてＱ＆Ａ

Q. 区・自治会の予算からふくしミライ共創金（会費）に協力してもよいですか？

A. 区・自治会が、社協の趣旨に賛同してふくしミライ共創金（会費）を納入していただいても問題あ

りませんが、ふくしミライ共創金（会費）はあくまでも任意ですので、区・自治会の総会等で、住民の

皆様への説明をしていただいた上で、会費の納入についての合意形成と意思決定を行ってください。ま

た、その際には、可能であれば一世帯あたり普通会費の

1口1,000円に相当する額を予算化していただければ幸いです。

区・自治会からのふくしミライ共創金(会費)は賛助会費とさせていただきますが、

地域福祉サポーター(会員)名簿の提出があれば、

普通会費の扱いとさせていただきます。

Q. ふくしミライ共創金（南丹市社協会費）とは？

A. 会員制度や会費について、より身近に感じていただきたいという思いから、本会では、社協会費に

『ふくしミライ共創金』という愛称を定めました。地域の皆さまと共に幸せを感じられる未来を創って

いきたいと考えております。制度では手が届かない福祉活動を行うための貴重な財源として使わせてい

ただいています。ふくしミライ共創金納入は任意ではありますが、この想いにご賛同いただき、地域福

祉のサポーターとして、ご協力いただければ幸いです

Q.集められたふくしミライ共創金（会費）はどのように使われているのですか？

A.補助事業や委託事業の対象とならない独自事業（例：法人後見事業など）や、地域での住民主体の福

祉活動（例：地区の福祉活動組織への助成、公用車・除雪機などの備品貸出に関する費用等）の貴重な

財源として活用されています。詳細は別紙リーフレットをご参照ください。

Q. 地域福祉サポーター (社協会員)とは？

A.社協を支える資金面のサポーターとして、一人ひとりが福祉に参加・参画していただいているという

意味を込めて、地域福祉サポーター（社協会員）と呼んでいます。社協の活動は、会員の皆様のご理解

とご協力により成り立っています。

Q.社協（社会福祉協議会）とは？

A. 社会福祉協議会は社会福祉法に明記され、それぞれの市町村で地域福祉を推進している公共性の高

い民間団体です。地域の皆様に支えられながら、「地域での支え合い・助け合い」、「誰もが安心して暮ら

すことができる福祉のまちづくり」を目指し、地域福祉の推進に取り組んでいます。

Q.なぜ、ふくしミライ共創金（社協会費）を自治会（区）が集めるのですか？

A.区・自治会は地域住民の皆様を代表する団体であり、地域と社協が、地域福祉の向上のために一緒に

活動を進めていくことが最も効果的であると考えられることから、各区・自治会の皆様に会費の取りま

とめや納入のご協力をお願いしています。手順書は用意していますが、それぞれの区によって集金の方

法は任意です。

Q. 地域福祉サポーター (社協会員)の特典はありますか？

A.社協会費制度は、お互いの支え合いの精神に基づくものなので、直接的な特典があるわけではありま

せん。住民の皆様に地域福祉サポーターになっていただくことで、ふくしミライ共創金(社協会費)をも

とに、一緒に地域福祉を推進していただいているということをご理解いただきますようお願いします。

ふくしミライ共創金(社協会費)は、確定申告していただくことで、寄付金として「所得控除制度」と「税

額控除制度」のいずれかが適用されます。（※2,000円を超える寄付が対象となります。）税額控除を選択

される場合に必要な「税額控除に係る証明書」は、本会ホームページ（寄附金控除に関する証明書）よ

りダウンロードできます。


